
 

国内代表団体への不干渉と配慮に関する WFC政策宣言 

 

       1999年 WFC役員会において決議 

 

ある国でのカイロプラクティックの発展は、近隣諸国にも大いに影響を与えかねる。 

 

カイロプラクティックの業界が社会的に確立していない国では、新規事業（プロジェク

ト）は既存の事業（プロジェクト）に相容れない可能性がある。 

 

そのため、どのようなカイロプラクティックの団体であろうとも、他国での教育、研究、

臨床その他カイロプラクティック活動などに携わる場合、事前に世界カイロプラクティッ

ク連合とその地域の代表団体に目的説明をするため連絡を取り、その後の経過報告を行う

べきである。 

 


